
長浜市告示第８号 

 

長浜市公共基準点管理保全要綱（平成19年長浜市告示第83号）の一部を次のように改正

する。 

 

令和８年１月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

第３条第１項中「を市長」を「により市長」に改め、「後」の次に「に」を加え、同条

第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、公共基準点を使用する者が土地家屋調査士の場合は、所属

する土地家屋調査士会があらかじめ公共基準点使用包括申請書（様式第４号）により市

長へ申請し、公共基準点使用包括承認書（様式第５号）により使用承認を受けるものと

し、前項に規定する使用手続は不要とする。この場合において、公共基準点を使用した

土地家屋調査士は、公共基準点使用報告書（様式第６号）により使用した月ごとに報告

しなければならない。 

 第３条第３項中「呈示」を「提示」に改める。 

第４条第６項中「公共基準点付近での工事により、公共基準点」を「工事施工者は、公

共基準点付近での工事により公共基準点」に、「工事施工者」を「本市」に、「市長が適

当と認める時」を「市長は、適当と認めるとき」に改める。 

第５条第１項中「及び」を「を施工する者並びに」に、「、建物」を「及び建物」に改

め、「の行う工事」を削り、「市長が適当と認める時」を「市長は、適当と認めるとき」

に改める。 

第６条第３項を次のように改める。 

３ 工事施工者以外の者であって、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損したも

の（以下「事故原因者」という。）については、前２項の規定を準用する。 

第７条第１項中「公共基準点の測量標を設置する工事」を「前条第１項（同条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により再設置する工事」に改め、「ある工事施工

者」の次に「又は事故原因者（以下「工事施工者等」という。）」を加え、同項第１号中

「工事施工者」の次に「等」を加える。 

第８条第１項中「設置位置、設置施工方法について工事施工前に市長」を「設置工事の

着工前に設置位置及び設置施工方法について、市長」に改め、同条第２項ただし書中「使

用」を「、使用」に改め、「するものと」を削り、同条第５項中「の規定による」を「に

規定する」に改める。 

第９条中「別に定めるところによるもの」を「次の表のとおり」に改め、同条の表の備

考中第５項を削り、第６項を第５項とし、第７項を第６項とする。 

第１０条中「より」を削る。 

様式第１号を次のように改める。 

 



様式第１号（第３条関係） 

 



様式第２号中「印」を削り、「日曜祭日」を「土・日・祝日」に改める。 

様式第４号及び様式第５号を次のように改める。 

 



様式第４号（第３条関係） 

 



様式第５号（第３条関係） 

 



 



様式第７号中「公共基準点管理保全要綱」を「長浜市公共基準点保全要綱」に改める。 

様式第８号中「出た公共基準点」を「出た長浜市公共基準点」に、「竣工」を「しゅん

工」に改める。 

様式第９号を次のように改める。 

 



様式第９号（第４条関係） 

 



様式第１０号中「公共基準点の」を「長浜市公共基準点の」に、「課と」を「担当課

と」に改め、「印」を削る。 

様式第１１号中「なる公共基準点」を「なる長浜市公共基準点」に改める。 

様式第１２号中「殿」を「様」に、「ありました公共基準点」を「ありました長浜市公

共基準点」に、「 課へ」を「担当課へ」に、「様式第１１号」を「様式第１４号」に、

「長浜市に連絡」を「担当課に連絡」に改め、「印」を削る。 

様式第１３号中「公共基準点管理要綱」を「長浜市公共基準点管理保全要綱」に改める。 

様式第１４号中「公共基準点の」を「長浜市公共基準点」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 


